
重要事項説明書 別紙 

 

指定共同生活援助事業所 あおぞら 

≪ 障害福祉サービス 料金表 ≫ 

 

＜ 訓練等給付費対象サービス ＞ 

訓練等給付費によるサービスを提供した場合は、訓練等給付費のうち１割の額、もしくは

受給者証に記載されている市町村が定める利用料負担額をお支払いいただきます。利用者の

負担以外については、事業所が市町村から代理受領するものとします。代理受領を行わない

場合は、訓練等給付費の全額をいったんお支払いいただきます。（償還払い） 

 

＜基本サービス費＞ 共同生活援助サービス費（Ⅰ）（６：１） 

基本報酬 利用料 利用者負担額（１割） 

区分６ ６，０００円／日 ６００円／日 

区分５ ４，５６０円／日 ４５６円／日 

区分４ ３，７２０円／日 ３７２円／日 

区分３ ２，９７０円／日 ２９７円／日 

区分２ １，８８０円／日 １８８円／日 

区分１以下 １，７１０円／日 １７１円／日 

 

＜体験利用の場合＞ 共同生活援助サービス費（Ⅱ） 

基本報酬 利用料 利用者負担額（１割） 

区分６ ７，１７０円／日 ７１７円／日 

区分５ ５，６９０円／日 ５６９円／日 

区分４ ４，８１０円／日 ４８１円／日 

区分３ ４，１００円／日 ４１０円／日 

区分２ ２，９００円／日 ２９０円／日 

区分１以下 ２，７３０円／日 ２７３円／日 

 

＜加算項目＞ 事業所のとっている体制・とった対応の内容により加算  

 区分 利用料 利用者負担額（１割）  

人員配置体制加算（Ⅰ） 

【１２：１】 

４以上 ８３０円／日 ８３円／日 基準上の人員配置に加え、 

１２：１以上の世話人等を配置

している場合に算定 3以下 ７７０円／日 ７７円／日 

福祉専門職員配置等加算（Ⅰ） １００円／日 １０円／日  
生活支援員等のうち、有資格者

が一定割合以上の場合に算定 

夜間支援等体制加算

（Ⅰ） 

４以上 １，９２０円／日 １９２円／日  
夜間支援対象利用者 

７人  
３ １，６００円／日 １６０円／日  

２ 以下 １，２８０円／日 １２８円／日  



 

＜ 訓練等給付費対象外サービス ＞ 

利用料として、訓練等給付費対象外サービスに係る費用をお支払いいただきます。 

（内訳はあくまで目安です） 

 

利用料  月額４０，０００円（特定障害者特別給付費を除いた額）  

内訳  金額（月額）  備考  

家賃  １１，０００円  

（市町村より特定障害者特別給付費が  

１０，０００円支給されます。その為、 

１，０００円のみのご負担となります。） 

光熱水費・燃料費  １７，０００円  電気代・公共下水使用料、灯油  

食材料費  １８，０００円  食材料  

日用品費  ２，０００円  
トイレットペーパー、  

石けん等日用消耗品  

その他諸経費  ２，０００円  新聞代、常備薬、諸会費  

申請手続等実費  手続きに係る交通費や郵送費の実費をいただきます。  

通院援助費  通院援助に係る交通費の実費をいただく場合があります。  

 

外泊する場合の利用料について  

①  外泊する利用者からは、外泊中の食費を徴収しません。  

②  徴収しない食費の額は、日額６００円とします。  

③  外泊とは、１日中「あおぞら」にいない日（宿泊せず３食とも摂らない日）を

言い、訓練等給付費を請求しない日と一致します。  

④  外出等自己都合で欠食する場合の食費は返還しません。  

 

 

 

入院時支援特別加算 

入院期間３～７日未満 

７日以上 

（月１回限度） 

５，６１０円／回 

１１，２２０円／回 

（月１回限度） 

５６１円／回 

１，１２２円／回 

病院等を訪問し、日常生活上の

支援および病院等との連絡調整

を行った場合に算定 

帰宅時支援加算 

外泊期間３～７日未満 

  ７日以上 

 （月１回限度） 

１，８７０円／回 

３，７４０円／回 

（月１回限度） 

１８７円／回 

３７４円／回 

帰省に伴う家族等との連絡調整

や交通手段の確保等の支援を行

った場合に算定 

長期入院時支援 

特別加算 

（３ヵ月を限度） 

１，２２０円／日 

（３ヵ月を限度） 

１２２円／日 

３日以上入院時、病院等を概ね

週１回以上訪問し、日常生活上

の支援および病院等との連絡調

整を行った場合に算定 

長期帰宅時支援加算 
（３ヵ月を限度） 

４００円／日 

（３ヵ月を限度） 

４０円／日 

３日以上の帰省に伴う家族等と

の連絡調整や交通手段の確保等

の支援を行った場合に算定 

福祉・介護職員等処遇改善加算（Ⅲ） 所定単位の１２．８％を加算 

加算額に相当する福祉・介護職員の賃金改善を行っている等の他、キャリアパス要件並びに職場環境

等要件を満たす場合に算定 



 

【  体験利用の場合  】  利用料  日額１，６６０円  

内訳  金額（日額）  備考  

家賃  ３７０円  

（市町村より特定障害者特別給付費が

支給される場合、その額を差し引きま

す。）  

光熱水費・燃料費  ５７０円  電気代・公共下水使用料、灯油  

食材料費  ６００円  食材料  

日用品費  ６０円  
トイレットペーパー、  

石けん等日用消耗品  

その他諸経費  ６０円  新聞代、常備薬、諸会費  

申請手続等実費  手続きに係る交通費や郵送費の実費をいただきます。  

通院援助費  通院援助に係る交通費の実費をいただく場合があります。  

 

このほか、利用者の事情により必要となる嗜好品等は、実費をいただきます。 

上記訓練等給付費対象外サービスに係る費用は、物価の変動、その他の理由により改定する

ことがあります。改定を行ったときは、利用者に説明し同意を得ます。 

 

＜ 支払方法 ＞ 

① 利用者負担額及び訓練等給付費対象外サービスの利用料について、サービスを利用した

翌月２０日頃までに利用料請求書を発行しますので、現金または口座振替にてお支払い

ください。 

② 事業所は、利用料のお支払いを受けた時は、利用者に対して領収書を発行します。 

 

 


